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総合評価方式の導入状況

低入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入状況

予定価格等の事前公表の状況

○予定価格 ○最低制限価格 ○低入札調査基準価格

平成１９年度

都道府県 １８．９％

指定都市 ３７．５％

市区町村 ３６．３％

○すべての都道府県及び指定都市において、いずれかの制度を導入済み。
○市区町村において、２２．３％の団体でいずれの制度も未導入（平成１８年度 ２６．５％）。

○すべての都道府県及び指定都市において、同制度を導入済み。
○市区町村において、２４．３％の団体で導入済み（平成１８年度 ２．０％）。

※予定価格等の公表については、地方公共団体は法令上の制約がないことから、各団体において適切と判断する場合には、国と
異なり事前公表を行うことも可能であるが、その価格が目安となって適正な競争が行われにくくなること、建設業者の見積努力を損
なわせること、談合が一層容易に行われる可能性があること等の入札前に予定価格を事前公表することによる弊害を踏まえ、予定
価格の事前公表の取りやめ等の対応を行うこととしている。また、予定価格の事前公表を行う場合には、その理由を公表することし
ている。 （平成２０年３月３１日付け総務省・国土交通省要請通知）

平成１９年度

都道府県 １３．３％

指定都市 ４０．０％

市区町村 ３８．３％

平成１９年度入札契約適正化法に基づく地方公共団体の実施状況調査の結果平成１９年度入札契約適正化法に基づく地方公共団体の実施状況調査の結果

平成１９年度

都道府県 ８３．０％

指定都市 １００．０％

市区町村 ７０．１％

※上記比率は、予定価格等の公表を行う団体のうち事前公表（事後公表との併用を含む。）を行う団体の割合である。



総合評価一般競争入札の方法
による旨の決定

落札者決定基準の決定

入札の公告

技術的審査及び評価

契 約

落札者の決定

学識経験者の意見聴取
２人以上

総合評価方式における学識経験者の意見聴取手続の簡素化
（地方自治法施行令の一部改正：平成２０年３月１日施行）

（改 正 前） （改 正 後）

※総合評価方式による競争入札を行おうとするときは、
①総合評価一般競争入札の方法による旨の決定
②落札者決定基準の決定
③落札者の決定
それぞれの場合において、学識経験者の意見を聴取しなけれ
ばならず、手続が煩雑。

※学識経験者による意見聴取を、
②落札者決定基準の決定のみとした上で、
当該意見聴取において落札者を決定しようとするときに意見
聴取をする必要があるとの意見が述べられた場合は、
③落札者の決定の際にも学識経験者の意見を聴取しなければ
ならない旨を規定。

総合評価一般競争入札の方法
による旨の決定

落札者決定基準の決定

入札の公告

技術的審査及び評価

落札者の決定

契 約

学識経験者の意見聴取
２人以上

入 札

学識経験者の意見聴取
２人以上

学識経験者の意見聴取
２人以上

学識経験者の意見聴取
２人以上

入 札

学識経験者から、落札
者を決定しようとする
ときに意見聴取をする
必要があるとの意見が
述べられた場合



総合評価方式における低入札価格調査制度の運用について

低入札価格調査制度（地方自治法施行令第１６７条の１０）は、低価入札を
した者が完全な履行をしないこと等により、結果的に地方公共団体が損害を蒙
るおそれがあることから、これを避けることを目的としたもの。
これは総合評価競争入札においても同様に考えられることから、 地方自治法
施行令第１６７条の１０の２第２項において規定。

総合評価方式における低入札価格調査制度の制度趣旨

価格による失格基準

調査基準価格を下回る入札のうち、契約の内容に適合した履行が確保できな
い蓋然性が高いものとして、調査を行うことなく当該入札を失格とする基準
（価格による失格基準）を定めることにより、更に高いダンピング防止効果を
得ることが可能。

総合評価方式における最低制限価格制度の適用

総合評価方式の性質上、低入札価格調査制度のみが規定。このため、総合評
価方式の適用対象工事については、価格による失格基準を定めることにより、
最低制限価格と同様のダンピング排除の効果を得ることが可能であり、その活
用を図っていくことが重要。



低入札価格調査制度における価格による失格基準の活用事例

入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、入札価格の積算内訳である経費項目別金額を予定
価格の積算の前提とした費目別金額で除した割合が以下の割合を下回る場合は失格

（工事の経費項目別の一定割合に相当する価格）

入札価格が調査基準価格を下回り、かつ、入札価格が予定価格の積算の前提とした費目別金
額から以下の式により算出した失格基準を下回る場合は失格

（設定例）
直接工事費の８５％、共通仮設費の７０％、現場管理費の５０％又は一般管理費の２０％

（工事の経費項目別の一定割合に相当する価格の合計）

（設定例）
失格基準＝直接工事費の７５％＋共通仮設費の７０％＋現場管理費の６０％＋一般管理費
の３０％

価格による失格基準の具体的な設定方法は、例えば以下のような方法がある
が、各地方公共団体の状況に応じて適切に設定することが必要。



公共工事の品質確保に関する当面の対策について（概要） 平成２ ０ 年 ３ 月 ２８ 日

公共工事の品質確保の促進に関する
関係省庁連絡会議 申合せ

１．総合評価方式の徹底

２．不良不適格業者の排除、地場産業育成、下請企業
等へのしわ寄せ防止

３．契約等の対等な関係の構築、ダンピングの防止

４．特殊法人等の調達

５．不当廉売・不公正取引等に対する監視の強化

６．情報の共有のための体制整備

（１）国の調達
①平成２０年度以降の公共工事の発注において、原則総合評価方式を
実施。

②平成２０年度早期に調査設計業務等においても総合評価方式を本

格導入。

（２）地方公共団体の調達
①工事の品質を確保するための取組が行われるよう、以下の施策を推

進。
・平成２０年度以降、国庫補助事業については、交付決定時に品確

法遵守についての条件を付すことを原則とする。
・毎年度の総合評価方式の実施目標とその達成状況の公表の促進。

②総合評価方式の導入・拡大に向け、地方公共団体向け総合評価実施

マニュアルの改定など、各種支援を実施。

（１）国の調達
①政府調達協定対象工事は原則入札ボンドを導入。
②下位等級業者の上位等級工事への参入機会の順次拡大。
③適切に地域要件を設定。
④地域貢献の評価、地元業者を下請とする場合等のインセンティブの
付与の検討を実施。
⑤専門工事部分の評価を行う総合評価方式を順次導入・拡大。

（２）地方公共団体の調達
①予定価格等の事後公表への移行を促進。予定価格等の事前公表を
行う場合にはその理由の公表を促進。
②適切な地域要件の設定、入札ボンドの導入・拡大を促進。

（１）国の調達
①見積もりを活用する積算方式の導入・拡大。
②低入札価格調査基準価格の見直し。
③施工体制確認型総合評価方式・特別重点調査の導入・拡大。
④出来高部分払い方式、施工プロセスを通じた検査を順次導入・拡大。
⑤設計変更ガイドライン等を作成。

（２）地方公共団体の調達
①予定価格や低入札価格調査基準価格などの適切な見直しの促進。
②最低制限価格制度の活用や、総合評価方式を実施する際における
低入札価格調査と価格による失格基準の併用の促進。

国の調達における取組と同様の取組の実施について、特殊法人等を
指導。

①低入札価格調査の対象となった工事等について所要の調査の
結果問題となる行為が認められた場合には厳正に対処。

②「建設業法令遵守ガイドライン」及び「駆け込みホットライン」 の

周知徹底。

①地域ブロックごとに部局横断的な発注者協議会を平成２０年度中に設
置。

②施工段階での受注者からの苦情を関係者間で処理する体制を整備。



入札契約適正化法に基づく主な要請内容について

（平成２０年３月３１日付け総務省・国土交通省要請通知）

入札契約適正化法に基づく主な要請内容について入札契約適正化法に基づく主な要請内容について

（平成２０年３月３１日付け総務省・国土交通省要請通知）（平成２０年３月３１日付け総務省・国土交通省要請通知）

入札契約適正化法に基づく主な要請事項

○総合評価方式の年度ごとの実施目標の設定による導入・拡大

○総合評価方式における低入札価格調査と価格による失格基準の併用

○予定価格や最低制限価格等の事前公表の弊害を踏まえ、取りやめ等の
適切な対応

○入札ボンド制度の積極的活用、過去の工事実績及び成績、地域要件等、
適切な競争参加条件の設定

○体制が不十分な地方公共団体に対する支援方策 等



体制が不十分な地方公共団体に対する支援方策等体制が不十分な地方公共団体に対する支援方策等

１．入札契約適正化法に基づく主な要請事項

○体制が不十分な地方公共団体に対する支援方策
・都道府県においては、検査監督体制をはじめ技術力が万全とはいえない市町村を支援する仕組みに
ついて検討すること。
・国による研修等の機会を積極的に活用されたいこと。
・都道府県においては、総合評価方式の実施、近隣市町村間における地域要件設定に当たっての連携・
協調、電子入札システムの共同運用、第三者機関の共同設置等において、市町村の取組が円滑に進む
よう協力・支援を積極的に行うこと。

２．国及び都道府県における支援方策等

（国による支援）
○総合評価方式の拡大等に伴い、技術職員の更なる技術能力の向上が求められていることから、市町村職
員の技術能力等専門知識の向上を目的とした研修会を開催予定
・市町村職員中央研修所（千葉市）でのセミナーの開催の継続（平成２０年９月開催予定）
・全国市町村国際文化研修所（大津市）でのセミナーの新規開催を予定（平成２０年１２月開催予定）

○地方公共団体向け総合評価実施マニュアルの改定（平成２０年３月 国土交通省）

○発注者支援技術者制度の全国統一化（平成２０年度中）

○国、特殊法人等及び地方公共団体の各発注者間の連絡調整を図るため、地域ブロックごとに部局横断的
な発注者協議会を設置（平成２０年度中）

（都道府県による支援例）
○都道府県職員等のいわゆる団塊世代の退職した技術職員の専門知識と経験を利活用するため、例えば都
道府県の建設技術センターの活用、都道府県等への人材バンクの設置


